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Ｑ１ Ａ１

個人番号が未提出の場合、どのような影響があるので

しょうか。

令和３年１０月のオンライン資格確認システムの本格実施

にあたり、医療保険者等向け中間サーバー等への加入

者情報の登録には個人番号が必要となります。

そのため、個人番号が未登録の加入者は、マイナンバー

カードだけでなく、 保険証でもオンライン資格確認が行え

ないこととなります。

加入者は個人番号を事業主に届け出ている一方で、 事

業主が健康保険組合に届け出ていない場合、加入者の

オンライン資格確認ができません。その結果、 医療機関

等の窓口で本人照会による トラブルが発生する可能性が

あるため、 事業主等から速やかな個人番号の提出をお

願いします。
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個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)未提出の影響



Ｑ２ Ａ２

事業主等が個人番号を提出する法的根拠はあるのでしょ

うか。

被保険者については、健康保険法施行規則様式第３号の

裏面の記入方法の⑥に、 健康保険組合への届出につい

ては必ず個人番号を記入するとされています。

また、 被扶養者については、健康保険法施行規則第38

条第１項第１号に、個人番号を記載した被扶養者届を提

出しなければならないとされています。

個人番号の提出を拒否している従業員がいたとき、法的

な罰則はありませんが、個人番号の収集は法定義務と

なっておりますので、その重要性を再度ご説明いただき、

ご提出を促していただくようお願いします。
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個人番号(マイナンバー)

個人番号提出の法的根拠



Ａ２ 健康保険法施行規則 様式第３号
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個人番号(マイナンバー)

個人番号提出の法的根拠



Ａ２ 健康保険法施行規則 様式第３号
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個人番号(マイナンバー)

個人番号提出の法的根拠



Ａ２

健康保険法施行規則第38条第 １項第 １号

第三十八条 被保険者は、 被扶養者を有するとき、 又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、 次に掲げる事項

を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。) 及び被保険者との続柄
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個人番号(マイナンバー)

個人番号提出の法的根拠



Ｑ3 Ａ3

海外勤務から日本国内に勤務が変更となった場合、個人

番号を健康保険組合へ届け出ないといけないのでしょうか。

国外に滞在されていた方が日本国内に転入して住民票

が作成されれば、個人番号通知書が送付されますので、

速やかに届出をお願いします。
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個人番号(マイナンバー)

個人番号の記載を誤って提出してしまいましたが、訂正は

どのように行えばよろしいでしょうか。

当組合ホームページの申請書一覧「№132・133」よりダウ

ンロードして必要事項を記入いただき、ご提出ください。な

お、紛失等により個人番号が変更になった場合も、同様

のお手続きをお願いします。

Ｑ4 Ａ4

海外勤務から国内勤務に変更となったとき

マイナンバーの記載を間違えて提出したとき



Ｑ5 Ａ5

マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても

医療機関・薬局を利用することはできますか。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局で

は、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくて

も利用できます。（※保険証利用登録が必要となります）。
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※マイナンバーカードの保険証利用は、下記サイトから

登録できます。

（https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html）

マイナンバーカードとオンライン資格確認

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入して

いる医療機関・薬局はどのようにすればわかりますか。

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードによ
るオンライン資格確認を導入している医療機関・薬局の
一覧が掲載されています。

厚生労働省HP

（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html）

Ｑ6 Ａ6

オンライン資格確認による医療機関の受診

オンライン資格確認等システムの導入状況



Ａ5

医療機関・薬局がマイナンバー（12桁番号）を取り扱うこと
はあるのでしょうか。
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Ａ5Ｑ5

医療機関・薬局がマイナンバーを取り扱うことはありませ

ん。マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ

内の利用者証明用電子証明書を利用します。

マイナンバーカードによる資格確認を導入している医療機

関・薬局へ持参したときに不要となる証類はどのようなも

のがありますか。

・ 健康保険被保険者証
・ 高齢受給者証
・ 限度額適用認定証／限度額適用・標準負担額減額認定証
・ 特定疾病療養受療証

等の提示が不要となります。

限度額適用認定証／限度額適用・標準負担額減額認定
証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありました
が、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則
として、申請なしに限度額が適用されます。

Ａ7

Ａ8

Ｑ7

Ｑ8

マイナンバーカードとオンライン資格確認

窓口で持参が不要となる証類

医療機関等でマイナンバーの取り扱い



Ｑ６ Ａ６
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医療機関・薬局でマイナンバーカードを忘れた場合はどの

ようにすれば良いでしょうか。

マイナンバーカードを忘れて健康保険証を持参している

場合は健康保険証を提示してください。健康保険証も持

参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の

取扱いと同様となります（全額を支払い、後日、健康保険

証等で資格を確認できれば、保険給付部分を払い戻す

等）。

医療機関を受診する際には、マイナンバーカード（健康保

険証）を毎回提出しなければならないとされております

（健康保険法施行規則第53条等）。

加えて、特定健診等情報や薬剤情報の閲覧のため、受

診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院

の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。

マイナンバーカード（健康保険証）は、受診の度に提示が

必要でしょうか。

Ａ9

Ａ10

Ｑ9

Ｑ10

マイナンバーカードとオンライン資格確認

マイナンバーカードを忘れた場合

受診のときの提示について


